
鯖江市では、谷や沢、傾斜地を大規模に盛土して造成された宅地（大規模盛土造成地）の位置や範

囲を示したマップを作成しました。 

このマップは、危険箇所を示したものではなく、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示したも

のです。市民の皆さまに盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、日頃から宅

地周辺の状況に目を配り、防災・減災意識を高めていただくことを目的としています。 

 

 

盛土造成には、谷や沢を盛土した「谷埋め型」と傾斜地を盛土した「腹付け型」の 2 種類がありま

す。以下のいずれかの要件に該当するものを「大規模盛土造成地」と呼びます。 

 
 

 

 

大規模盛土造成地の調査方法 

鯖 江 市 大 規 模 盛 土 造 成 地 マ ッ プ に つ い て 

大規模盛土造成地とは 

造成前と造成後の地形図や空中写真な

どを重ねあわせて、その標高差から大

規模盛土造成地を抽出しました。 

国土交通省「わが家の宅地安全マニュアル」より引用 

国土交通省「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」より引用 

 



 

 

Q1 なぜ大規模盛土造成地マップを作成したのですか？ 

  ⇒A 市内の大規模盛土造成地の分布を示し、盛土造成地は身近に存在するものであることを住

民の方々に知っていただくことで、災害の未然防止や被害の軽減につなげることを目的と

しています。 

Q2 マップに示されている場所は、すべて危険ということですか？ 

  ⇒A 大規模盛土造成地に入っているからといって、その宅地が必ずしも危険であるということ

ではありません。 

Q3 マップでは自分の宅地が入っているか分からないのですが、詳細な図はありますか？ 

  ⇒A 大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示すものであり、基本的に個々の敷地まで特定す

るものではありませんので、ご了承ください 

Q4 大規模盛土造成地に入っていると、土地の造成や建築物を建築する時に、何か特別な手続きが

必要になったり、特別な条件がついたりしますか？ 

⇒A 大規模盛土造成地に入っていても、特別な手続きが必要になったり、特別な条件がついた

りすることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模盛土造成地に関する Q＆A 

《問い合わせ先》 

鯖江市  都市整備部都市計画課  

TEL：0778-53-2238（直通） FAX：0778-51-8159  Mail：SC-Keikaku@city.sabae.lg.jp 

《国土交通省関連リンク集》 

宅地耐震化推進事業  http://www.mlit.go.jp/crd/web/jigyo/jigyo.htm 

宅地耐震化の取り組みに関するパンフレット http://www.mlit.go.jp/crd/web/topic/topic.htm 

わが家の宅地安全マニュアル http://www.mlit.go.jp/crd/pamphlet.html 

大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000015.html 
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